
　マイナンバーカードの申請を市民課がお手伝いします。無料の写真撮影サービスと申請書作成支援を行い、約5
分で申請完了します。持ち物は不要です。この機会に是非申請してください。

　申請から約1か月後に市役所から受け取り案内の封筒を送ります。受け取りは、本人が市役所にお越しいただ
き、本人確認の上お渡しします。

　スマートフォンなどを使用し、自宅から申請することもできます。2次元コード付きの申請書をスマートフォン
などで読み込み、必要事項の入力、写真登録を行うと5～10分程度で申請完了します。
　なお、2次元コード付きの申請書がない場合、電話で依頼すると申請書を郵送できます。

申請サポートの流れ

マイナンバーカードの受け取り

自宅からのオンライン申請

　町内会による資源ごみステーションの分別立ち当番は、これまで町内会の皆さんに協力いただいていましたが、
社会構造の変化、市民生活の多様化により、立ち当番に参加できない世帯が増えてきており、この度、町内会によ
る立ち当番を見直します。

変更すること
4月1日から町内会による立ち当番制度を廃止し、その代わり各ステーションに分別指導員を増員配置します。

これからも継続すること
資源ごみステーションは今後も継続します。分別収集に引き続き協力をお願いします。
開設の日　毎週火曜日から金曜日の各ステーション月2回　開設時間　6時30分～8時30分

マイナンバーカード申請サポート実施中

資源ごみステーションの
町内会立ち当番制を見直します

　市民課住民記録係　☎95-9882

顔写真撮影
市民課のタブレットで撮
影します

申請書作成
氏名、住所などを記載し
ます

受け取りまでの説明
簡単に受け取りまでの流れ
を説明します

　現在市の情報は、広報へきなんをはじめ、ホームページやLINEなど情報発信媒体
が多様化しており、活用も広がっています。また、広報へきなん配布に伴う町内会
の負担軽減の観点も含め、4月からの発行は、毎月1日の月1回になります。
　ホームページ、LINE、T

ツイッター
witter、F

フェイスブック
acebookでも市政情報を発信しています。リア

ルタイムで情報を取得できるので、是非活用してください。

広報へきなんの発行は 月2回から月1回に
　経営企画課広報戦略係　☎95-9867

　環境課ごみ減量係　☎95-9899
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